
岡 崎 市 工 事 検 査 要 領 

R8.4.1 

（趣旨） 

第１条 この要領は、岡崎市工事等検査規定第 25 条の規定に基づく

工事請負契約に係る検査に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

（規則・規程・要領等） 

・地方自治法第 234 条の 2 

・岡崎市契約規則（以下「契約

規則」という。）第 55 条 

・岡崎市工事等検査規程（以下

「検査規程」という。）第３条、

第 25 条 

（検査の種類） 

第２条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 完了検査 完成届の提出があったときに工事の完成（給付の

完了）を確認する検査 

⑵ 出来形検査 次の場合に工事の既済部分の出来形等を確認す

る検査 

ア 部分払をしようとするとき。 

イ 部分引渡しにおける指定部分が完成したとき。 

ウ 工事を一時中止しようとするとき。 

エ 契約を解除しようとするとき。 

⑶ 手直し検査 修補の完了を確認する検査 

⑷ 随時検査 給付の完了後に確認困難な場合又は材料の品質確 

保のために行う検査 

ア 中間検査 完成後に確認し難い部分があったときに確認 

を行う検査 

イ 材料検査 工事材料の品質確保のために必要な検査 

 

・検査規程第２条 

・岡崎市工事請負契約約款

（以下「約款」という。）第

31 条、第 37 条、第 38 条、第

53 条 

（検査の依頼及び時期） 

第３条 完了検査は、受注者から「完成届（様式第 72 号）」を受理

した日から起算して 14日以内に行わなければならない。 

２ 部分払の出来形検査は、受注者から「出来形検査請求書（様式

第 57 号）」を受理したとき遅滞なく行うものとする。 

３ 部分引渡しの出来形検査は、受注者から「指定部分完成届（様

式第 58 号）」を受理した日から起算して 14 日以内に行わなければ

ならない。 

４ 中止等の出来形検査は、契約の解除又は工事を中止しようとす

るときに既済部分の確認をするために行うものとする。 

５ 随時検査は、確認が必要なときに遅滞なく行うものとする。 

６ 工事担当課長が検査の依頼をするときは、契約業者管理システ

ムの「検査依頼」で所定の項目に入力し、登録するものとする。 

・政府契約の支払遅延防止等

に関する法律第５条 

・検査規程第６条、第７条 

・約款第 31 条、第 37 条、第

38 条、第 53 条 

・岡崎市工事施行事務取扱要

領（以下「取扱要領」とい

う。）第 19 条、第 20 条、第

21 条、第 25 条 



７ 建設企画課が検査する場合は、速やかに検査の日時を定めて契

約業者管理システムで「検査受付」を登録するものとする。 

８ 工事担当課長は、検査の日時及び場所を監督職員を通じて受注

者に連絡する。 

 

（検査職員の任命） 

第４条 検査職員の任命は、建設企画課長が建設企画課に所属する

職員の中から口頭で行う。ただし、建設企画課長が指定する工

事、検査を必要とするときの契約金額が 200 万円未満の工事は、

工事担当課長が所属する職員の中から口頭で任命する。 

２ 前項の規定における建設企画課長の指定する工事の通知は、口

頭でおこなうものとする。 

３ 第２条第５項に規定する随時検査のイ材料検査については、監

督職員を検査職員に任命する。 

 

・検査規程第３条 

・取扱要領第 20 条 

・約款第 13 条 

（検査の基準） 

第５条 工事の検査は、愛知県工事標準仕様書、公共建築工事標準

仕様書（建築・電気・機械）をはじめ、別に定める検査基準に基

づき行うものとする。 

 

・別表 「検査基準」 

（検査の準備） 

第６条 検査にあたり監督職員は、受注者に次に掲げる準備行為を

行うよう連絡する。 

⑴ 必要に応じて現場における検査範囲等の表示 

⑵ 別表１に掲げる設計図書、工事記録写真、各種検査結果、工

事記録、その他検査に必要な関係書類の整備 

⑶ 別表２に掲げる検査用具のうち、当該検査に必要と認められ

る用具の準備 

 

・別表１ 「検査書類」 

・別表２ 「検査用具」 

（検査の立会） 

第７条 検査は、監督職員及び当該工事の受注者の主任技術者（監

理技術者）及び現場代理人の立会により行うものとする。 

２ 検査職員は、必要があるときは、前項に定める者に対して、関

係書類の提示又は提出及び事実の説明を求めることができる。 

 

 

・検査規程第９条、第 10 条、第

11 条 

・約款第 31 条、第 37 条、第 38

条 

（検査の実施） 

第８条 工事の検査は、工事の目的物について、契約書、仕様書、

設計書その他の関係書類（電磁的記録を含む。）及び別に定める検

・地方自治法施行令第 167 条

の 15 

・検査規程第 12 条 



査基準に基づき、位置、形状、寸法、品質、性能、その他必要な

事項について確認するものとする。 

２ 検査に際して地下、水中等外部から確認し難い部分について

は、監督職員から施工状況を聴取するとともに、写真等により確

認するものとする。 

３ 検査に当たって、特に確認の必要があると認めるときは、その

理由を受注者に通知して工事施工部分のうち必要最小限の破壊、

分解、掘削又は試験を行うことができるものとする。 

 

・約款第 31 条、第 37 条、第 38

条、第 53 条 

（工事成績評定） 

第９条 工事が完成したときは、その成績について「岡崎市工事成

績評定要領」により評定するものとする。 

 

・岡崎市工事成績評定要領 

（検査調書の作成） 

第 10 条 検査職員は、最終契約金額 200 万円を超える工事の検査を

完了した場合は、「検査調書（様式第 81号）」を作成して、工事担

当課長（検査職員が建設企画課の職員である場合は、建設企画課

長）に提出するものとする。 

２ 検査調書の作成は、契約業者管理システム「検査結果」で所定

の項目に入力し、登録後、「検査調書」（様式第 81 号）を出力す

る。 

３ 最終契約金額が 200 万円を超えない契約について「履行の確

認」を完了した場合は、支出命令書（支出命令書を兼ねる請求書

を含む。）に契約履行確認の年月日を記載し、記名しなければなら

ない。 

４ 材料検査は検査調書の作成及び提出を必要としない。 

 

・検査規程第 16 条 

・取扱要領第 20 条 

（検査結果の通知） 

第 11 条 検査職員が建設企画課職員の場合、建設企画課長は、「工

事検査結果通知書（様式第 80 号）」に「検査調書（様式第 81

号）」及び「岡崎市工事成績評定表（様式第 307 号）」（評定する工

事に限る。）を添えて、工事担当課長に通知するものとする。 

２ 検査職員又は建設企画課長より「検査調書（様式第 81号）」及

び「岡崎市工事成績評定表（様式第 307 号）」の提出及び通知を受

けた工事担当課長は、契約業者管理システムで「検査結果通知書

（様式第 82 号）」を出力し、「岡崎市工事成績評定表（様式第 307

号）」がある場合は、これを添えて受注者に交付しなければならな

い。 

 

・約款第 31 条、第 37 条、第 38

条 

・取扱要領第 20 条 

・岡崎市工事成績評定要領 



（修補補正の指示） 

第 12 条 検査職員は、完了検査及び部分払又は部分引渡しの出来形

検査において、当該給付が契約の内容に適合しないと認めたとき

は、「修補補正調書」（様式第 77 号）によって工事担当課長に通知

するものとする。 

２ 工事担当課長は、前項の規定による通知を受けたとき、遅滞な

く、「修補補正の指示について（通知）（様式第 78 号）」により受

注者に修補補正の指示をしなければならない。 

３ 検査職員は、修補補正を要する部分の内容が軽微であると認め

た場合は、口頭で監督職員及び当該工事の受注者の主任技術者

（監理技術者）及び現場代理人に通知することができる。 

４ 前項の軽微であると認められる事例は、次に掲げるとおりとす

る。 

 ⑴ 後片付け、清掃の不良 

 ⑵ 小規模な破損等の補修 

  ア コンクリート構造物等の目地補修 

  イ アスファルト舗装の水溜まりや段差解消 

  ウ 防護柵等のボルト締め不足 

  エ 塗装のタッチアップ 

 ⑶ バルブ操作に必要な札の設置 

 ⑷ 電気配線に必要な表示札の設置 

 ⑸ その他、手を加えることで出来映えが良くなると判断される

もの 等 

 

・約款第 31 条 

・検査規程第 16 条、第 18 条 

・取扱要領第 20 条 

（修補補正の確認） 

第 13 条 工事担当課長は、前条第２項の規定よる受注者の修補補正

が完了したときは、遅滞なく「修補補正完了届（様式第 79号）」を

提出させなければならない。 

２ 工事担当課長は、修補補正完了確認後に第３条第６項の規定に

より手直し検査の依頼をしなければならない。 

３ 検査職員は、前項の依頼があったときは、第３条第７項の規定

により修補補正の完了を確認するための手直し検査を行わなけれ

ばならない。この場合において、修補補正内容が軽易なときは、

工事写真等で検査を行うことができるものとする。 

４ 前項の「修補補正内容が軽易なとき」とは、概ね修補補正に要

する期間が７日以内で、かつ、それに要する費用が 50 万円未満の

場合とする。 

５ 前条第３項の規定による軽微である修補の確認は、監督職員が

確認を行う。 

・約款第 31 条 

・検査規程第 19 条 

・取扱要領第 20 条 



６ 工事担当課長は、前条第２項の規定による受注者の修補補正が

定められた期間内に完了しない場合、「請負代金の減額について

（様式第 88-1 号）」により受注者に通知する。 

 

  附 則 

 この要領は、平成 18年 4 月 1日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、平成 19年 7 月 1日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、平成 20年 7 月 1日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、平成 21年 4 月 1日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、平成 22年 4 月 1日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、平成 26年 4 月 1日から施行する。 

 

  附 則 

 この要領は、平成 27年 4 月 1日から施行する。 

  附 則 

 この要領は、平成 28年 4 月 1日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年９月 25 日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

  



別表 １   ※契約図書によって必要な書類は異なる。 

○検査書類 ① 設計図書（変更を含む） 

  ② 実施工程表（変更を含む） 

  ③ 施工計画書、承諾図書、施工図（変更を含む） 

  ④ 工事打合簿 

  ⑤ 支給材関係（材料検収調書、原材料受払簿、支給品受領書） 

  ⑥ 材料関係（材料承諾書類、材料試験成績書、地質調査書類等） 

  ⑦ 工事写真 

  ⑧ 出来形管理図書（出来形管理図表、出来形図面） 

  ⑨ 品質管理図書（各種試験成績書、測定記録表等） 

  ⑩ 工事施工体制関係（施工体系図、工事施工体制台帳） 

  ⑪ 
建設副産物関係（再生資源等報告書「COBRIS」、マニフェスト管理

台帳）、マニフェスト、建設発生土搬出集計表 

  ⑫ その他必要な書類（指示書、協議書、報告書、確認書等） 

    

    

 

別表 ２ 
 

※検査内容によって必要な検査用具は異なる。 

区  分 用     具 

○共通検査用  スチールテープ（50ｍ）  リボンテープ（５ｍ） 

   布テープ（樹脂加工 50ｍ）  コンベックススチール（２ｍ～５ｍ） 

   箱 尺  水 糸 

   ポール  ピンポール 

   垂 球  勾配定規（スラントルール） 

   トランシット  シュミットハンマー 

   レベル  検査用ハンマー 

   光波測量機  ドライバー 

   照明用ライト  鏡（桝、管の検査用） 

   カメラ  開栓器（マンホール蓋用） 

   電 卓  パソコン 

       

○その他  つるはし  脚 立 

   スコップ  梯 子 

 



検査基準 

   

 基  準  図  書 発 行 者 

1 土木工事標準仕様書 愛知県建設局 

2 工事標準仕様書（農地関係） 愛知県農林基盤局 

3 土木工事現場必携 愛知県建設局 

4 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） 公共建築協会 

5 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 公共建築協会 

6 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 公共建築協会 

7 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） 公共建築協会 

8 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） 公共建築協会 

9 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） 公共建築協会 

10 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） 公共建築協会 

11 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） 公共建築協会 

12 公共住宅建設工事共通仕様書 公共住宅事業者等連絡協議会 

13 工事写真撮影ガイドブック 公共建築協会 

14 土木工事標準仕様書 愛知県企業庁 

15 水道管布設工事ハンドブック 岡崎市 

16 岡崎市給水装置工事指針 岡崎市 

17 下水道土木工事必携（案） （財）下水道新技術推進機構 

18 管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン 公益社団法人 日本下水道協会 

   

   

   

   

   

 


